
　　○入居者は交付対象事業主、取締役又は監査役の２親等以内の親族を除く

　　　個人

　　○入居する常用雇用労働者世帯の数が１棟につき２世帯以上

　　○住宅整備前と整備後で比較して雇用する常用雇用労働者の数が１名以上増加すること

　　　※新規に工場等を立地する場合はこの限りではない

　　○入居者は葛巻町に住民登録する者で、補助金交付対象事業主が雇用する常用雇用労働者

　☆補助金交付要件

　　　及び当該常用雇用労働者と生計を一にする者に限る

　　①　葛巻町雇用促進住宅確保支援事業補助金交付申請書（様式第１号）

　　②　事業計画書（様式第２号）、収支予算書（様式第３号）

　　③　添付書類（見積書、工事明細、図面、施工前の写真、労働者名簿、入居予定者名簿など）

～　事業実施　～

　　事業開始日から30日前までに以下の書類を提出して下さい。

　　○土地の取得経費、造成経費

　　○既存施設の取得経費、改修経費、解体経費

　　○住宅の建築経費

　☆補助金額

　　○補助金交付対象経費の2/3で2,000万円を上限とします

　☆申請方法

町内企業の従業員用住宅の確保を支援します

お問合せ、申請窓口

葛巻町役場 いらっしゃい葛巻推進課 商工観光係 TEL:0195-66-2111(内線441)／FAX:0195-65-8995

　　葛巻町では、町内雇用の促進と空き家や遊休地の利活用を推進するため、企業が従業員用の

葛巻町雇用促進住宅確保支援事業【ＰＲ版】

　☆補助金交付対象経費

　住宅を確保するための費用の一部を助成します。

　☆補助金の交付対象者

　　○町内に主たる事務所または営業所を有する、常用雇用労働者の数が10人以上の法人又は

　　○町内に工場等を立地する又は立地しようとする、常用雇用労働者が21人以上の法人

　　○申請者及び入居予定者が町税等を滞納していないこと　など
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①補助金交付申請書等提出

②補助金交付決定通知

③実績報告・請求書等提出

④補助金交付

【注意】
事業実施前の申請が

必要です。

補助金申請前に事業

内容及び予算の有無

等を下記担当へお問

い合わせ下さい。


